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「開発のための民間資金の活用の現状と課題」 
 
 ２００２年３月１８日、ワシントンＤＣにて、政府、実施機関、世銀グループ・米州

開銀・ＩＭＦ、企業、ＮＧＯ、シンクタンク・大学、メディア等の経済協力関係者約２

０名が、開発のための民間資金の活用について昼食を交え個人の資格で意見交換を行っ

たところ、概要は次の通りです。 
 
【ポイント】 
 
 
●民間の資金フローはＯＤＡの６－７倍であり、約２０か国程度の途上国に集中してい

るものの、小国ではＧＤＰと比較しても大きな比重を占めており重要。 
●先般発表された世銀の「民間部門開発戦略」は、市場カバーの拡大（投資環境の向上、

パフォーマンスに応じた企業支援）、基本的サービスへのアクセス向上を重視し、「ア

ウトプット本位の援助」方式を提示。 
●他方、民間の開発資金にはダイナミズムがあり、（１）リスクに対する感受性（具体

的にはリスクの明示化・細分化と最適配分）、（２）多様なアクターの認識と調整メカ

ニズムの構築という２点が、この資金を活用するための鍵。これを踏まえ、政府や公

的金融機関、国際機関等は、単に市場を機能させるのみならず、民間企業・資金が実

際にリスクを取って参入するよう方向付けし開発目的に向けていくこと（誘動）が必

要。その際、官が手を引くタイミング、公的資金の心証向上（アシュアランス）効果、

途上国の地場産業の育成等にも配慮が重要。このような議論が世銀の戦略から抜け落

ちている。 
●日本としても、従来の官民パートナーシップのあり方を反省し、日本の構造調整への

動きを積極的に活用して、中小企業の経営システム・技術ノウハウや地方自治体の公

共サービス・ノウハウの途上国での活用、研究所の独立法人化によるコンサルタント

市場活性化等、創造的に取り組むべき。 
 

 
【本文】 
 
１． 開発のための民間資金の活用と現状と課題 
（国際金融公社 中小企業局 畑島宏之氏） 
 
（１） はじめに 
 
 私は約１年前より国際金融公社（ＩＦＣ）の中小企業局で、途上国での中小企業にプ

ロジェクト形成支援や、現地で中小企業を支援しているビジネスコンサルタントや金融

機関向けの技術協力を行う現地事務所の活動を本部で統轄支援する業務を担当している。
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それ以前は、（外為取引仲介会社、外資系金融機関、ＦＡＳＩＤを経て）アフリカ開発銀

行（於コートジボワール・アビジャン）に６年間在籍していた。アフリカ開発銀行では、

国別局東部カントリーエコノミストとして国別援助政策作成や構造調整融資などの世銀

型の業務を担当した後、金融リスク管理担当シニアオフィサーとしてカントリーリスク

管理、民間向け投融資審査、融資シーリングの策定などＩＦＣ型の業務を担当していた。

以上の通り、私は世銀型、ＩＦＣ型の双方の業務を自ら経験した観点から、民間資金と

開発の関係についてのキックオフとして問題提起を行いたい。 
 
 キックオフの構成は、まず途上国への資金フローの基礎的データをもとに民間資金の

途上国における重要性を明らかにし、次に世銀の民間部門開発戦略ペーパーの概略を紹

介する。更に民間資金と開発の課題について民間資金のダイナミズムに焦点を当てつつ

公的機関の役割を考え、最後に日本にとっての挑戦(challenges)と機会(opportunities)
について私見を述べて締めくくりたい。 
 
（２）途上国への資金フロー 
 
 まず最初に、基本的データに基づき民間資金の状況について概略を説明したい。 
 
（イ） 開発資金需要 
 
 開発にはお金がかかる。２０００年の国連サミットで、ミレニアム開発目標（ＭＤＧ）

の最重要課題として、貧困削減目標が世界の指導者達によって合意された。世銀の最近

の推定では、２０１５年までに世界の最貧層を半減させるという目標達成のために、途

上国への援助を更に毎年４００億から６００億ドル追加する必要があるとされている。 
 
（ロ）開発資金の状況 
 
 他方、開発に使われるお金は年々厳しさを増している。ＯＤＡについては、先般発表

された世界開発金融２００２年版は、今の援助額と最貧国とのニーズの格差は開いてい

く傾向にあると指摘している。途上国向けＯＤＡの推移を純額（ネット）ベースで見る

と、冷戦直後の１９９０年代にＯＤＡは急減し、１９９７年の東アジア経済危機で少し

持ち直したが、過去２年で再び下降に転じている。２００１年のＯＤＡ総額は、インフ

レ調整後のドルベースで、１９９０年の水準より約２０％下回っている。 
 
 ＯＤＡの減少の半面、民間の資金フローは極めて重要になってきている。１９８０年

代後半からの途上国への長期資金流入額は、直接投資を筆頭に、今やＯＤＡの６－７倍

になっている。ただし、民間資金はアジア危機以降全体では収縮し、２００１年推定値

は２３４０億ドルで、１９９７年のピークより１０００億ドル以上下回っている。 
 
 民間資金フローの形態には、海外直接投資（ＦＤＩ）、ポートフォリオ投資、民間融資

（銀行貸出）がある。このうち、ポートフォリオ投資や民間融資は１９９０年代後半で

の一連の危機で見られたように変動が大きいが、このような変動はＦＤＩでは見られず、
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安定的に推移している。 
 
 民間資金は約２０か国程度の途上国に集中しているのが特徴である。１９７０年から

２０００年までの長期のＦＤＩ統計を見ると、中国、ブラジル、メキシコ、アルゼンテ

ィン、シンガポール、マレーシアなど中所得国に集中している。しかし、それだからと

いって世界の多数の国々がＦＤＩの恩恵に浴していないというわけではなく、世界の小

国のいくつかにおいて、ＦＤＩはＧＤＰと比較して非常に大きなウェイトを占めている。

１９９７－９９年のＧＤＰに占めるＦＤＩの割合を見ると、アゼルバイジャンとレソト

ではＧＤＰの２０％以上、ボリビアやアンゴラ等８か国ではＧＤＰの１０－２０％、タ

イ、ベトナムやカンボディア等２３か国ではＧＤＰの５－１０％を占めている。それぞ

れの国のＧＤＰは概して少額で、ＦＤＩもそれに見合った形で少額ではあるが、ＦＤＩ

の与えるインパクトは決して小さくないと見るべきだろう。 
 
（３） 世銀「民間部門開発戦略」 
 
 そのようなＯＤＡを遙かに上回る民間資金のフローを背景に、先月世銀グループ理事

会で承認された「民間部門開発戦略」は、民間資金と開発のつながりについて重要な方

向性を示した。この背景には、民間部門は成長エンジンとして極めて重要であり、民間

は基礎サービスの提供において政府部門を補完するという認識がある。 
 
（イ）市場カバーの拡大 
 
 この戦略のポイントは２つある。第一のポイントは、市場のカバーの拡大(extending 
the reach of markets)である。これは、投資環境の整備・向上を目的とするということ
である。民間投資は投資環境が良好なところに集まることから、各種規制や制度不備の

是正が必要である。具体的な提案として、世銀の国別援助戦略（ＣＡＳ）の中で投資分

析や投資環境サーベイを行うことにより、世銀の援助政策に反映させようというもので

ある。 
 
 それとともに、企業への直接公的支援を行う。中小企業や農村のインフォーマルセク

ターに対しては、市場との整合性に配慮の上で公的支援を行うことを支持している。具

体的には、補助金を「束ねない(un-bundle)」というキーワードのもとで、補助金を明確
かつ透明性のある形に区分して、パフォーマンスにのっとった配分をすべきだとした。 
 
（ロ）基本的なサービスへのアクセスの向上 
 
 第二のポイントは、基本的なサービスへのアクセスの向上である。これは、インフラ・

社会部門への民間参入を促進することが考えられている。この民間参入はＮＧＯを含ん

でいる。このように、民間の更なる参入と政府関与の限定を提言している。 
 
（ハ）「アウトプット本位の援助」のパイロットプログラム 
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 この関連で「アウトプット本位の援助(output-based aid)」について説明したい。これ
は、水、教育や医療といったサービスの提供に対しては、貧困層のアクセスを維持させ

るために補助金をつけることを容認するものである。従来は、病院・学校建設やインフ

ラ整備などのインプットに公的資金が投入された。これに対し、サービスの提供がいき

わたるよう、サービスの提供を基準にして、裨益者にターゲティングされた形で補助金

を提供する。即ち、補助金がターゲットグループへのサービスの提供をサポートするよ

うに使うのである。 
 
 その背景に、資金の使われ方に対する厳しい見方がある。援助資源は長期的な発展の

見込みがあるプロジェクトや貧困層のための基本的サービスに使うべきであって、そう

でない使途、例えば都心の贅沢な病院など高所得者層が主に恩恵を受けるものに対して

援助資金を使うべきでない。ターゲティングが厳しく言われ、そして補助金の使途につ

いてはっきりさせるようにする圧力が存在している。 
 
 「アウトプット本位の援助」に対する批判はある。成功した実例が乏しいのではない

か、アウトプットの指標の選択をどうするのか、そして民間参入がそれによって本当に

可能なのか、といった疑問がそれである。しかし、この援助手法がいわれた背景として

これまでの援助に対する批判があることは見逃せない。学校や病院が援助で建てられ、

水道などが援助で引かれても、実際には教員や医師の待遇の悪さやメンテナンス不備な

どから、実りある援助効果が上げられていなかったのではないかという批判である。特

に、公共部門が腐敗し信頼性が全く置けないようなアフリカ諸国などにおいては批判が

顕著であり、独立行政法人化（エージェント化）などで対応してきた。「アウトプット本

位の援助」は、そのような前提条件での援助のあり方に一石を投ずる「野心的」なパイ

ロットプログラムであろう。 
 
（４） 民間資金と開発の課題 
 
 そのような世界銀行グループの民間部門戦略は、果たして民間資金を開発目的に活用

していくという課題・要請に応え得るものであろうか。私は、民間資金と開発の課題と

して、ダイナミックな民間資金の状況に焦点を当て、世銀を含めた国際金融機関（ＩＦ

Ｉｓ）や開発コミュニティの問題を提示してみたい。すなわち、民間の開発資金はダイ

ナミックであり、開発に関与する全ての関係者は、今まで以上にダイナミックに対応す

る必要がある。世銀の民間部門戦略は民間のダイナミズムを捕捉しているのであろうか。 
 
（イ） 民間開発資金のダイナミズム 
 
 ダイナミックな民間開発資金とは具体的にはどういうものなのか。これはマクロとミ

クロの双方を考えてみる必要があるのではないか。 
 
（ａ）マクロの視点 
 
 マクロの視点として、まずは外部環境の変化の早さがある。援助疲れと資金提供の限
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定化、そして援助の効果についての悲観的な見方が相当あり、公的支援の増加が困難な

状況が存在する。また、途上国では債務増大から新たな債務を増やせない。その一方で、

金融エンジニアリングやデリバティブ取引など新商品の開発や情報通信産業の発展とい

った技術革新がある。そして、ＮＧＯなどの多様なアクターがいろいろな形で参加を求

めるようになり、政府の説明責任(accountability)を求める声も強くなった。 
 
（ｂ）ミクロの視点 
 
 また同時に、ミクロの視点のダイナミズムもある。企業の投資行動は戦略的・現実的

な判断であり、明示されにくいノウハウや経験知といったものに支えられている。それ

は不確実性を伴うものであり、例えば、企業行動は「投資環境に依存」しているとはい

え、どれだけの環境整備が実際の投資増に結びつくかは多様なファクターから決まって

いくものである。特定の条件(conditionality)を満たせば投資が増えるといった単純なも
のではない。 
 
 世銀のアプローチは、個別のアクターの動きをどう方向付けるかについて、一般的な

モデルでは説明できない部分（残差＝residual といわれるような部分）への配慮が必要
ではないかと思う。学問の最先端では前提条件の操作や仮説の実証などが厳密に行われ

ているが、政策立案という難問の前ではそれらの制限・前提条件は忘れ去れて、「基礎法

則」だけに則った単純で荒っぽいモデルが適用されがちである。 
 
（ロ）ダイナミズムに対する対応の鍵 
 
 それでは、このダイナミズムにどのように対応していくべきだろうか。それを考える

際のキーワードは、一つは「リスクに対する感受性」であり、もう一つは「多様なアク

ターの調整」であると考える。 
 
（ａ）リスクに対する感受性 
 
 プロジェクトファイナンスは、民活インフラの重要な実施方法である。ある特定のプ

ロジェクトを一つの経済単位と見倣して、そこに融資をするというのがプロジェクトフ

ァイナンスの考え方である。コーポレートファイナンス（企業への一般的な融資）の場

合は、企業に融資をして、担保が必要な場合は企業が持つ資産が担保になる。融資する

かどうかは企業の財力や経営状況を判断して決める。しかし、プロジェクトファイナン

スの場合は、プロジェクトそのものに融資をして、融資するかどうかは当該プロジェク

トの事業性を基準にして判断する。 
 
 プロジェクトファイナンスでの重要なコンセプトは、リスクの明示化・細分化である。

極めて多様なアクターが参入し、それぞれが自らが得意とする分野で明示化・細分化さ

れたリスクを担いあい、それを構造化していく。これがプロジェクトファイナンスの基

本である。 
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 例えば、建設会社が完工保証という形でプロジェクトの完工リスク（＝完工の遅れに

よる損失のリスク）をカバーし、各種保険会社が損害保険により各種損害リスクをカバ

ーし、販売契約などで市場リスクをカバーし、経営側のパフォーマンスのリスクをオペ

レーション契約でカバーするなどといったことで、プロジェクトの収益性を維持しよう

とする。更に、リーガルリスク（司法判断や訴訟によるリスク）、カントリーリスク（国

の行為や状況によるリスク）あるいは環境や社会リスク（環境破壊や地域住民・ＮＧＯ

による反対運動などによる事業に対するリスク）、そしてコマーシャルリスク（事業の収

益性そのものに対するリスク）なども民活インフラでは考慮しなければならない重要な

ファクターである。 
 
 そのようなリスクを明示化し、計測できるものは計測し、損失の可能性、ヘッジの可

能性とそのコスト計算を行い、それぞれのリスクを担うのに適した主体が参加者に加わ

ることによって、リスクが最適配分されプロジェクトのデザインが完結する。今後、民

間資金の導入に際しては、このようなリスク配分が極めて重要である。公共政策や補助

金政策といった政策行為は、誰がどのリスクをとるのかということを敏感に感じ取って

いかなければならない。また同時に、民間の自己責任・自己努力（取るべきリスクは取

る）ということについても、「モラルハザード」を避ける意味からも考えておく必要があ

る。官民で適正な負担分担（バーデンシェアリング）が出来るかどうかが課題である。 
 
（ｂ）多様なアクターの認識と調整メカニズム 
 
 もう一つ強調しておきたいのが、多様なアクターと調整メカニズムに対する理解が必

要であるということである。実際の政策決定メカニズムは政治的プロセスであり、アク

ターの力関係、置かれている外部環境、タイミングといった経緯からくる要因に左右さ

れる。これは、市場メカニズム重視と一般的に思われている米国においても、単純に市

場にすべて委ねているわけではなく、いろいろな規制、基準などが作用して形成されて

いる。 
 
 特に開発については、それに関わるアクターの多様性（ＮＧＯ、人権団体、企業等）

を認識し、それをどのように調整していくかが課題ではないか。 
 
（ハ）公的開発金融機関の役割と能力が問われる 
 
 そこから考えると、世銀の民間部門戦略は、リスクに対する感受性、アクター調整に

関する感受性を満たしているだろうか。政府の規制枠組み(regulatory framework)に関
することをビジネス環境で強調しているが、それだけでは不十分ではないか。また、「ア

ウトプット本位の援助」にあるように、民間の補助金受け取りがサービス提供以後にな

るようなプロジェクトのデザインでは、本当にリスクを取って参入・受注しようという

民間業者が多数出てくるのかは疑問である。 
 
 ここで、改めて現在の民間資金の流れが置かれている状況を考えてみたい。マクロ面

では、リスクが増大している半面、リスクを積極的に取っていく能力や体力のあるアク
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ター（具体的には企業）が減少している。先進国での不況による「大企業」の合併やリ

ストラで、積極的に参加する企業は減少傾向にある。また、銀行についてはＢＩＳ規制

案で「高リスク」の投融資活動をサポートするためには自己資本の更に充実させること

が求められることとなり、途上国に向かう民間融資が慎重になる要因となっている。更

に、９月１１日テロ事件以降、保険業界における引き受けがなくなったり、保険金が異

常に高騰したりする現象が見られ、リスクを肩代わりしようとする意欲の減退がある。 
 
 このような背景のもと、公的機関による最適リスク負担とは何かが問いかけられる。

そして、国際的なリスクの調整メカニズム（破産メカニズムや調停メカニズムを含む）

が必要となる。特に、アクターが多様に亘るプロジェクトファイナンスではなおさらの

ことである。中立的な世銀グループのような国際機関が中間で利害調整をするオネスト

ブローカーとしてリーダーシップを発揮できるようにすべきである。 
 
 ミクロ的な企業行動への影響の与え方として、政府や公的金融機関、国際機関などが、

誘って何かをさせるという「誘動」という概念が大事であると考える。市場を機能させ

るだけでなく、市場がないもの、不完全なものに対して、民間資金をいかに誘って動機

付けを行い、政策目標につなげるかが大事なのである。そのためには、民間のリアクシ

ョンについての深い理解が必要である。この能力を、途上国政府などのアクターや、あ

るいは世銀グループ自体が持つことは可能なのであろうか。そういった議論がこの世銀

民間部門戦略では抜け落ちているのである。 
 
 具体的には、世銀グループ（ＩＢＲＤ／ＩＤＡ／ＩＦＣ／ＭＩＧＡ）、ＩＭＦ、ＯＥＣ

Ｄ、ＷＴＯ、国連等の有機的連携が、民間のリスク・テーキングを調整し、方向付けし、

ポジティブな方向に向かうようにするためのリーダーシップを発揮するようにすること

が重要である。ただし、その際には個々の組織の強みを活かす必要がある。（例えば、Ｉ

ＦＣが重視する民間事業としての採算性を世銀の公共目的によって薄めたりすることが

ないようにしなければならない。）また、そのための能力（人的能力、組織のインセンテ

ィブ、資金力等）を高めていく努力が必要であろう。 
 
（５）日本にとっての挑戦(challenges)と機会(opportunities) 
 
 最後に、日本にとっての挑戦と機会について簡単に述べてみたい。日本の国際貢献に

おいて、民間資金の開発への活用は重要な課題であった。まず、これまでの官民協調を

省みたいが、必ずしも良い状況ではなかった。 
 
 第一に、ＪＡＩＤＯ（日本国際協力機構）である。これは、途上国での民間のプロジ

ェクトへの出資・融資、プロジェクト形成・推進支援を行うもので、個別の一企業単体

ではリスクが高く投資できない途上国の事業に対して、日本企業や現地企業と共同で投

融資をしてきた。経団連主導でＪＡＩＤＯは８９年に株式会社として資本金１６３億円

（うちＪＢＩＣ６３億円）で設立されたが、１０１億円の累積損失を出して本年３月２

０日に解散することとなった。 
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 第二に、ＪＡＩＣ（日本アジア投資）である。これは、官民パートナーシップでのベ

ンチャーキャピタルで、アジアを中心に投資を行い、ＯＥＣＦも一時期資本参加した。

しかし、アジアでの投資は損失を生み、今では国内向けベンチャーキャピタルに事業の

主軸を移していて、途上国に資金を向けるという当初の目的とは異なることとなった。 
 
 以上の二例からも、途上国向け官民パートナーシップ事業のあり方について、なぜこ

うなったのか反省すべき点があるのではないかと思う。特に、民間ビジネスをどうとら

えるか、リスクに対する感受性をどう高めるか、民間と公共政策とのバランスをどう取

るか、両者のWin-Win関係をどう構築するかが課題である。日本の発展の経験から官民
協調の必要性が言われてきたが、以上の通りパフォーマンスはお寒い状況であり、真剣

に反省して新しいやり方を模索すべきである。 
 
 その際、特に日本の構造調整を睨んだ新たな可能性を考える必要があろう。具体的に

は、地方自治体の公共サービスの「輸出」産業化、各種研究所の独立法人化によるコン

サルタント市場の活性化などが考えられる。 
 
 方策としては、市場の有効活用も重要だが、そのために「誘動」するという戦略的思

考が重要である。新規参入のためのリスク・テーキングをどのようにコントロールしな

がら、個々のアクターのリスク管理能力を高めていくことが出来るのか、創造的に考え

る必要がある。 
 
 そして、改めて、現実的な対応と同時に理論的な武装（現場の環境の理解と有効に機

能する解決策の提示、説得力のある理論的説明）が重要との点を強調したい。スキーム

を柔軟に対応させ、経験知を活用し、またその際に制限・前提条件の違いに十分留意し

ながら進めていくことが大事である。 
 
２． 出席者より席上及び直後に電子メールで出された意見 
 
（１）官民の役割分担について 
 
●世銀の民間部門開発戦略に対して一番疑問に思うのは、マクロから見た時に、どこま

で世銀が公的機関として助けるのか、どこまで実際の誘動行動に結びつけていくのか

という点である。世銀での議論は、民間資金の導入のための「必要条件」がそろえば

「十分条件」も満たすだろうとの楽観的なものである。実際には、民間企業は投資行

動を勝手に判断する。「十分条件」に限りなく近い「必要条件」を満たさないと企業は

動かない。現在の世銀の立場は、必要条件をある程度やれば手を引くというものであ

り、最後まで途上国を助けるところの詰めが甘い。民間がやりそうな分野には手を出

さないのか、民間から具体的な意思表示があったところで手を引くのか、民間が実際

に投資したところで手を引くのか、途上国がテークオフに至って初めて手を引くのか、

判断が難しい。個人的に、今回の民間部門開発戦略の見直しで期待していたのは、公

的部門が踏み込む際は、途上国が十分にテークオフして初めて手を引くというところ

までやる必要性を認識することであった。経済はそれほど甘いものではなく、テーク
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オフ以前に手を引くと、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」のように、テークオフしかけた国

が奈落の底に落ちて再度やり直す羽目になる。公的機関の役割には、最後まで手を貸

すところがあって良い。その意味で、民間は何をしたいのか、民間の内部が理解でき

るような発想が必要とされている。 
 
●世銀もふくめ、官側がどの段階までどの程度手を貸すべきかは難しい問題である。民

間からすれば、官側には早く手を引いて欲しいと考えている。というのは官側が資金

面やヒトの面で関与する限り、官側の発想に左右されてしまう。他方、官側が「さよ

なら」した途端に民間だけで立ちゆかなくなる例も厳然として存在している。従って、

どのタイミングで漸進的にランディングさせるかが重要な課題である。理想を言えば、

官側の関与の仕方は、最初は深く関与し、徐々に関与を浅くし、最後はモニタリング

で終始符をうつ、というのが良い。ただし、これは言うのは簡単だが実施するのは難

しい。当然、国や分野により処方箋は異なる。また、完全なテークオフをどの時点と

見るかも難しい。 
 
●開発分野の官民役割分担について、官は、どこまでやれば民が入るかよくわからない。

官がいくら考えても民が判断するので、想像の及ばないところである。官がイニシア

ティブをとれば民間につながるというのは、官としてオーバーアンビシャスな発想で

ある。自分はＩＭＦの財政局で技術協力を見ているが、自分の仕事は、透明性を拡大

して外国企業が情報を得やすくするという意味で、民間資金の流入に貢献していると

思う。このように、世銀・ＩＭＦ等の国際機関は、カントリーリスク、リーガルリス

クを世銀ＩＭＦが核になって取り除くことができる。しかし、そこから先は民間にス

イッチすべき話である。民間資金に入れ、入れといくらやってもそもそも難しいもの

である。 
 
●環境整備が官としてやれる全てではないかという発想は、世銀の戦略ペーパー、ワシ

ントンコンセンサスに近い。しかし、日本でそれに近いことを言うと議論がかみ合わ

ない。ここが大きなポイントである。世銀とＪＢＩＣ等日本側は、このような点につ

いて十分な議論を行い認識を摺り合わせていくべきである。 
 
●公的部門として、必要条件・環境整備以上にやれることがある。これは、広い意味で

はカントリーリスクに関わるが、世銀・ＩＦＣが長期融資・投資の形で自ら資金を出

すことにより、民間が「それならば」ということで資金を出すことが良くある。これ

は、リスクに対するアシュアランス＝心証向上である（ギャランティーではない）。こ

れもまた公的機関の役割・貢献であると考えている。 
 
●開発に不足している資金の調達目標を設定するアプローチが国連中心に謳われている

が、資金はいくらあっても足りないという性質のものであり、資金不足を前面に出す

アプローチの有効性には疑問がある。特に、公的資金がＨＩＰＣのような対外債務破

綻の影響で動員しにくくなったから、今度は民間資金を動員しよう、という議論がさ

れるが、開発と民間資金の関わりは、不足資金の穴埋めという発想で捕らえるべきも

のではない。ＪＡＩＤＯが失敗した理由は、官民協力と言うことで資金を官民で折半
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しよう、民間にも資金負担に付き合わせようとの発想でやったことにある。海外経済

協力という目的を、収益をあげることが前提の株式会社という仕組みで達成出来るか

どうかについて深く考えず、十分な資金を突っ込めばなんとかなるということで始め

たが、結局は収益が生じず累積債務で破綻した。官民が役割分担をするのであれば、

官は、民では排除できないが官なら対応し得るリスク（例えばリーガル・リスクやカ

ントリー・リスク）を排除する役割を担うべきである。民間資金は収益を前提に動く

ものであり、これを開発に活用するには儲けさせる仕組みを考えなければならない。

官の関与によって、民間が純粋に収益を挙げ得る仕組みをどう作れるかが課題である。 
 
●以前パリクラブを担当していた観点から、官民の資金の性質の違いについて付言した

い。公的資金は、一旦提供されれば状況が悪くなったからといって引き揚げることは

なく長期に留まるものであり、かつその財源は納税者のお金という性質のものである。

一方、民間資金は、儲からない、リスクが高くなったと思えばすぐ逃げる。Ｇ７やＩ

ＭＦ等で民間セクターの関与（ＰＳＩ）を盛んに議論しているのは、このような性質

を踏まえ、民間セクターにも金融危機の際にバーデンシェアをしてもらおうというも

のである。なお、ＩＭＦや世銀の資金は、ＩＭＦの資金が本来は短期資金であったと

いう違いはあるが、危機の際にも護られる特殊な長期資金である。ＩＭＦ・世銀の資

金は、ＨＩＰＣで債務削減されるまでは、アンタッチャブルであった。これらの資金

の性質を踏まえたフレームワークを考えないと機能しない。 
 
●公的機関として世銀に要求されるのはリスクヘッジの機能である。本来もともと民が

やるところは除外し、民がやらないところを官がやるということである。例えば、イ

ンフラといった大規模かつ長期の投資を世銀がカバーすれば、民間が入りやすい事業

環境が整備される。民間が感じているリスクを世銀が感じる必要がある。 
 
●リスクヘッジのインストルメントとして、世銀はパーシャル・ギャランティ、ＩＦＣ

は自らのヘッジ手段、ＭＩＧＡはカントリーリスク・カバー等があるが、いずれもイ

ンストルメントが存在するだけである。これを活用して、民間が大規模な投資を長期

間行う時、いかにリスクを減らせるかを真剣に考えてもらいたい。例えば、インドネ

シアで民間資金活用による電力分野を見ていたが、アジア為替危機により為替が４分

の１に下落したため、買電側の電力公社が電力生産者（民間企業連合体）に対し、約

定どおりの電力単価（ドル建値）では支払えなくなった。民間企業は、政治リスクは

勿論、為替リスクという大きなリスクをかかえた長期の投資をやっている。その場合

に、電力料金の調整（国内電力料金の引き上げと民間企業との間の買電価格の引き下

げ）という厄介な問題が必ず惹起されることになるが、売電相手は公的機関であるた

め、収支尻を民間（電力生産者側）に一方的に持ち込まれることが多い。フェアな形

での第三者も交えたポストコンフリクトの調整機能が重要である。 
 
●民間資金の導入にはダイナミズムが必要である。いっそのこと、世銀・ＩＭＦは融資

をやめて、債務保証や利子補給に徹したらどうか。日本の特殊法人改革もそうだが、

自分でやらなければ気が済まないというのは良くない。民間ではカントリーリスクが
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わからないというのであれば、その情報を提供すれば良い。収益性があったかという

ところまで示さないと、民間のお金を出せないので、アカウンタビリティが担保され

る。グラントなら別だが、融資には公的資金が必要か疑問である。 
 
●途上国に流入する資金の量について、ネットでの額は図表にあったが、グロスで見る

とどの程度になるのだろうか。ＯＤＡの場合は、グロスとネットの差はさほど大きく

ないと思われるが、民間資金についてこの差が大きいのであれば、実際にどの程度の

資金が回転しているのか、それがどのように開発に影響しているのかについて何か言

えるのではないだろうか。 
 
（２）アップヒル国とダウンヒル国の区別について 
 
●アップヒル国（経済成長が軌道に乗っている国）とダウンヒル国（経済成長が上手く

進んでいない国）を区別する必要がある。世銀民間部門戦略は、普遍的なものと意図

されていると理解しているが、アップヒル国での適用を考えると若干現状と合わない

ところがあり、実際には主としてダウンヒル国を対象にした分析であろう。ただし、

ダウンヒル国をとってみても、これを適用すれば本当にうまくいくのか考える必要が

ある。例えば、世銀民間部門戦略では、補助金はローンでなくグラントでやることと

なっているが、今後の環境整備に時間がかかる中で、長期間グラントに依存すること

が持続可能か等、うまくいくかは疑問である。 
 
●アップヒル国とダウンヒル国では、官民の資金フロー構造、市場経済の成熟性、制度

的基盤、キャパシティ、市民社会、外部経済の内部経済化メカニズムなどが大きく異

なることに留意する必要がある。通常、アップヒル国には資金需要が多い一方で公的

介入をミニマイズするという方向性があるが、ダウンヒル国は資金投入の難易度が高

く民間フローも引き揚げる中で、公的介入は、近い将来の民間資金導入を促す誘い水

としての役割がより強く期待されている。 
 
（３）途上国のキャパシティ・ビルディングについて 
 
●プロジェクト・ファイナンスのスキームで、海外の（先進国の）オーナー・ディベロ

ッパーが参加する枠組みが紹介されたが、途上国の地場企業が主体となったプロジェ

クト・ファイナンスは少し異なることに注意を払うべきである。援助資金が投入され

るプロジェクトについては、究極目的は地場企業の育成であることを念頭に置くべき

である。海外投資あるいは先進国企業によるプロジェクトは、その触媒機能として、

そして技術移転の意味で重要な役割を果たすものと考える。 
 
●途上国での地場企業育成のため、ＩＦＣは自己資金とドナーの資金を併せてプロジェ

クト開発ファシリティを運営している。これは、民間ビジネス、特に中小企業をサポ

ートする目的で、ビジネス環境が厳しいアフリカ、旧ユーゴスラヴィア、インドシナ

三国、太平洋島嶼国、中国内陸部、南アジアなどで現地事務所主体で活動している。

そこでは、中小企業のビジネスプロポーザルや市場調査の作成を支援することで、現
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地企業のプロジェクト立案を手助けしたり、現地のビジネス・コンサルタント養成の

ための研修を行ったりしている。また、地場産業振興のためには地元の金融機関が果

たす役割が大きいという観点から、現地の銀行のキャパシティ・ビルディングとして、

中小企業のクレジット・スコアリング手法や窓口業務改善といった研修やＩＴ技術を

供与し、業界団体を集めて銀行研修のためのテキスト作りまでやっている。 
 
（４）日本の方策について 
 
●自分自身も世銀で取り組んでいるが、日本としては、中小企業やインキュベーターの

仕組みを持っていけば評価される。日本は、経営のシステムそのものを作ることが上

手である。形には出ないが、ＴＱＣ（トータル・クオリティ・コントロール）など会

社システムを作るのに長けている。ハコモノを作っておしまいにするのでなく、日本

のインキュベーター・マネージャーが、経営サービスや販売、セールス、ネットワー

クなどを如何に持ってこられるかが大事である。ＩＴインキュベーターはアルメニア

に導入しており、その他モルドバ、ジョージアやウクライナでも起こしている。そこ

では、日本型経営モデルを実際に導入している。日本では、人事サービス、財務サー

ビス、法律サービスといった面で技術的に構築するのが得意中の得意である。日本は

政策論では腰が引けるが、このような技術論を持ってくればいくらでも活躍できる。 
 
●現在日本の経済状態が悪く、民間企業のマインドが冷えているため、外に出る意欲が

ない。回復するまでにはまだ時間が必要だろう。そこで、この辛い時期をどう逆手に

とって前向きに考えるかが重要である。一つのアイディアとして、途上国の必要とす

る技術ノウハウは、高度な先端技術（例えば医療でのＭＲＩやエンジニアリングでの

大型コンピュータによる三次元解析）よりも、むしろテクニカルなスキル（例えば聴

診器による診断の仕方や Handy Tool による機械の診断や修理）であることに鑑み、
経験が豊富でありながら不況により活躍の場（職）を探しているような民間人が途上

国で活躍できるように支援するのがよいのではないか。これはソフト・ハードの両面

での途上国支援につながる上、派遣される人にとってもよいのではないだろうか。 
 
●日本の良さを、世銀の民間部門開発戦略のペーパーの中に、どう反映させていくのか

見当がつかない。世銀はレトリックが先行する組織なので、なかなかソフトや経営の

やり方について理解がないのかもしれないが、席上出されているようなアイディアを、

如何に世銀のペーパーに反映させていくのか、また如何に日本として開発コミュニテ

ィの議論の中で主張していくか、ということが課題だと思う。 
 
●ＣＡＳやＰＲＳＰで連携を求められる場合が多いが、日本の要望は現地で入れるのが

一番良く、そこに尽きる。日本のアプローチは万全でないが、日本の民間に対する至

近距離にある感覚といったものは現地で反映させられる。例えば、リスクテーキング

のあり方や、トラブルが発生した際の調整能力の充実等については、個々の国により

法律制度が違うので、現場で日本が説得力を持って提案ができる。 
 
●官が手を引く「エクシット・ストラテジー」については、日本にも多々経験はある。
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行政指導が批判されたこともあるが、良い公的関与と悪い公的関与をどう区別するか、

何らかの貢献ができないかと思う。 
 
●日本の構造改革との関連だが、地方公共団体には政策デザインについて良いノウハウ

があるので、この潜在性を活用できないか。日本の民間企業は地方公共団体等の公的

機関からの指示に従って作るのは上手いが、政策デザインが弱い。これは、公的機関

が政策デザインを独占していて民間にやらせなかったからである。この結果、官民の

関係が国際的な状況にかみ合わないまま続いている。 
 
●ＪＡＩＤＯがうまくいかなかったのは、私の見た範囲で言えば、出資した案件が必ず

しも良質ではなかったためだと思う。なぜこのような案件に出資したのかといえば、

プロフィットが間違いなく得られるような案件であれば、商社・メーカーなどが最初

からＪＡＩＤＯに頼まず自分達で実施してしまうからだと思う。しかしながら、官民

協調という基本的な考え方自体は良く、潜在性は大きいと考える。ただし、アップヒ

ルになりかかった国を選んで資金を流し込むだけでなく、案件の最後までフォローす

る必要があり、民間がそもそも出てこないところに資金を出しても失敗するであろう。 
 
●旧ソ連についてＥＢＲＤの立場からＪＡＩＤＯと協力した経験があるが、経済協力と

いう旗印を掲げつつ、民間収益を目指そうというのは成り立たなかった。日本的文脈

で理屈を整理しない中、公的資金を魑魅魍魎の中にもちこんでしまったところに問題

があった。 
 
●ＩＦＣから見れば、世銀は民間とのつきあい方を知っているか疑問を持つことがある。

一部のＩＦＣの局は世銀と兼轄で運営され、その部局の名刺には通常、世銀とＩＦＣ

両方のロゴが入るのであるが、一部の職員は、世銀のロゴを抜いて、ＩＦＣのロゴの

みが入った名刺も持って使い分けている。これは、たとえば、ＩＦＣが民間の財団か

ら資金を得てパートナーシップ事業を行う際に、一部の大手米財団から世銀を官僚的

で柔軟性に欠け、活動が遅いと嫌がられているからである。世銀は自らを開発のリー

ダーと称しているが、世銀が常にベストプラックティスを実施しているというわけで

はない。このように、世銀は絶対ではなく、日本の役割もある。日本は最近の経済状

況から自信をなくしているが、もっと自信を持ち、アピールする部分はアピールして

良い。世銀グループの内部に入り込んでアプローチしてほしい。 
 

（以上） 
 


